
◎学校教育法の一部を改正する法律 
（平成二九年五月三一日法律第四一号）   

一、提案理由（平成二九年四月一四日・衆議院文部科学委員会） 

○松野国務大臣 このたび政府から提出いたしました学校教育法の一部を改正する法律

案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 

 我が国の社会情勢が目まぐるしく変化し、課題も複雑化していく中で、今後、職業の

あり方や働き方も大きくさま変わりすることが想像されます。このような中で、我が国

が成長、発展を持続していくためには、すぐれた専門技能等をもって、新たな価値を創

造することができる専門職業人材の養成が不可欠です。 

 この法律案は、こうした状況を踏まえ、専門性が求められる職業を担うための実践的

かつ応用的な能力を展開させることを目的とする専門職大学の制度を設ける等の措置を

講ずるものであります。 

 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。 

 第一に、深く専門の学芸を教授研究し、専門性が求められる職業を担うための実践的

かつ応用的な能力を育成、展開することを目的とする新たな高等教育機関として、専門

職大学及び専門職短期大学の制度を設けます。専門職大学等においては、文部科学大臣

の定めるところにより、専門性が求められる職業に関連する事業を行う者等の協力を得

て、教育課程を編成し、及び実施し、並びに教員の資質の向上を図ることとし、その卒

業者には、文部科学大臣の定める学位を授与することとします。 

 第二に、専門職大学については、その課程を前期課程及び後期課程に区分することが

できることとし、前期課程修了者には、文部科学大臣の定める学位を授与することとし

ます。 

 第三に、実務の経験を通じて職業を担うための実践的な能力を修得した者が、専門職

大学等に入学する場合には、文部科学大臣の定めるところにより、修得した実践的な能

力の水準等を勘案して専門職大学等が定める期間を修業年限に通算できることとします。 

 第四に、専門職大学等にあっては、その教育課程、教員組織その他教育研究活動の状

況について、専門分野の特性に応じた認証評価を受けることとします。 

 このほか、所要の改正を行うこととしております。 

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 

 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。 

二、衆議院文部科学委員長報告（平成二九年五月一一日） 

○永岡桂子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文部科学委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、社会経済情勢の変化に即応した職業教育の推進を図るため、実践的な職業教

育を担う新たな高等教育機関を創設するものであり、その主な内容は、 

 第一に、大学及び短期大学のうち、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ



応用的な能力を展開させ、または育成することを目的とする専門職大学及び専門職短期

大学の制度を設けること、 

 第二に、専門職大学等は、その専門性が求められる職業についている者、その他関係

者の協力を得て、教育課程の編成及び実施をすること、 

 第三に、専門職大学については、その課程を前期課程及び後期課程に区分することが

できること、 

 第四に、専門職大学を卒業した者等に対し文部科学大臣が定める学位を授与すること 

などであります。 

 本案は、去る四月十三日本委員会に付託され、翌十四日松野文部科学大臣から提案理

由の説明を聴取いたしました。二十一日に質疑に入り、同日参考人から意見を聴取いた

しました。二十八日、質疑を終局し、討論、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案

のとおり可決すべきものと決しました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成二九年四月二八日） 

政府及び関係者は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべき

である。 

一 本法律案では、専門職大学及び専門職短期大学（以下「専門職大学等」という。）

の教育課程の編成において産業界と連携すること等を定める一方、その具体的内容は

すべて設置基準等の政省令に委ねることとしている。専門職大学等に係る政省令を策

定するに当たっては、その理念の実現を図るとともに、既存の各高等教育機関の教育

課程との違いが明確となるよう努めること。 

二 職業教育は、従前より既存の各高等教育機関においてその特色を活かして実施され

てきたことを踏まえ、専門職大学等を含めた高等教育機関全体として更に充実した職

業教育が行われるよう、必要な支援を行うこと。 

三 専門職大学等が、産業界及び地域から期待される高度職業人材を輩出することがで

きるよう、企業や地方公共団体等と連携しやすい環境の整備や、これらの団体による

支援が行われる体制の構築に努めること。 

四 専門職大学等の教育課程に導入する方針が示されている長期の企業内実習について

は、実習中の学生の実習時間、安全衛生、報酬等について、明確な基準を定めるとと

もに、企業等が学生を受け入れやすいよう、実習期間、実習内容等について指針を示

すよう努めること。 

五 専門職大学等の制度化により、私学助成の対象となる学校数が増加することが予想

されることから、専門職大学等を含めた私立学校の更なる経営基盤の安定化につなが

るよう、私学助成関係予算の大幅な増額を図ること。 

六 専門職大学等の制度化によって我が国の高等教育機関が更に多様化することから、



各教育段階における児童・生徒・学生及びその保護者並びに学校関係者に対し、専門

職大学等を含めた各高等教育機関の特色などについての十分な情報提供を行い、適切

な進路選択が可能となるよう配慮すること。 

三、参議院文教科学委員長報告（平成二九年五月二四日） 

○赤池誠章君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文教科学委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

本法律案は、職業教育を教育の目標の一つと掲げる教育基本法の趣旨を踏まえ、社会

経済情勢の変化に即応した職業教育の推進を図るため、専門性が求められる職業を担う

ための実践的かつ応用的な能力を展開させることを目的とする専門職大学の制度を設け

る等の措置を講じようとするものであります。 

 委員会におきまして、参考人から意見を聴取するとともに、専門職大学を創設する意

義、設置基準の在り方、私学助成拡充の必要性、職業教育の重要性等について質疑が行

われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党の吉良理事より反対、希望の会

（自由・社民）の木戸口委員より反対の意見が述べられました。 

 討論を終わり、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 なお、本法律案に対して附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成二九年五月二三日） 

 政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきであ

る。 

一、本法律案では、専門職大学及び専門職短期大学（以下「専門職大学等」という。）

の教育課程の編成において産業界と連携すること等を定める一方、その具体的内容は

全て設置基準等の政省令に委ねることとしている。これらの政省令の策定に当たって

は、専門職大学等の理念の実現を図るとともに、実践的な職業教育を行う機関として

の特性に鑑み、大学設置基準等の水準も踏まえつつ、より弾力的な対応が可能となる

よう配慮すること。また、既存の各高等教育機関の教育課程との違いが明確となるよ

う努めること。 

二、職業教育は、従前より既存の各高等教育機関においてその特色を活かして実施され

てきたことを踏まえ、専門職大学等を含めた高等教育機関全体として更に充実した職

業教育が行われるよう、必要な支援を行うこと。 

三、専門職大学等が、産業界及び地域から期待される高度職業人材を輩出することがで

きるよう、企業や地方公共団体等と連携しやすい環境の整備や、これらの団体による

支援が行われる体制の構築に努めること。 

四、専門職大学等の教育課程に導入する方針が示されている長期の企業内実習について



は、実習中の学生の実習時間、安全衛生、報酬等について、明確な基準を定めるとと

もに、企業等が学生を受け入れやすいよう、実習期間、実習内容等について指針を示

すよう努めること。 

五、専門職大学等が、社会人や専門高校卒業生等を含め、多様な進学者を幅広く受け入

れる教育機関となるよう、体制の構築に努めること。また、社会・経済の急速な変化

を受けて社会人の学び直しの必要性が高まっていることから、産業界・関係省庁等が

連携して、社会人が働きながら学びやすい労働環境の整備に努めること。 

六、専門職大学等の制度化により、私学助成の対象となる学校数が増加することが予想

されることから、専門職大学等を含めた私立学校の更なる経営基盤の安定化につなが

るよう、私学助成関係予算の大幅な増額を図ること。 

七、専門職大学等の制度化によって我が国の高等教育機関が更に多様化することから、

各教育段階における児童・生徒・学生及びその保護者並びに学校関係者に対し、専門

職大学等を含めた各高等教育機関の特色などについての十分な情報提供を行い、適切

な進路選択が可能となるよう配慮すること。 

  右決議する。 


